
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人船員保険会（以下「本会」という。）定款（以下「定

款」という。）第３６条第３項の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用に

関し必要な事項を定めることとし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成１８年法律第４８号）の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとを目

的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、定款第１６条により置かれる評議員と併せて役

員等という。 

（２）常勤役員とは、役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。 

（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（４）報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益並び

に退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分される

ものとする。 

（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む。）

及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 常勤役員には、報酬として俸給、調整手当及び特別手当を支給する。ただし、

本人の申し出により報酬の全部又は一部を辞退することができる。 

２ 常勤役員には、賞与を支給しない。 

３ 常勤役員には、報酬のほか、評議員会の決議により別に定める退職手当を支給す

ることができる。 

 

（報酬月額） 

第４条 常勤役員の報酬月額は、会長が評議員会の承認を得て定める俸給月額と第

７条及び第８条の規定に基づき算出された各手当の額の合計額とする。 

 

  （報酬の支給日） 

第５条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、毎月２５日にその月分を支

給する。ただし、その日が土曜日に当たるときは、その前日、日曜日に当たるときは、

その前々日に繰り上げて支給する。この場合において、繰り上げた日が国民の祝日

に関する法律に規定する国民の祝日に当たるときは、さらにその前日に繰り上げて

支給する。 



 

 

  （俸給） 

第６条 報酬の俸給月額は、次のとおりとする。 

（１）会  長   ９６８，０００円以内 

（２）常務理事   ７６３，０００円以内 

（３）常勤監事   ７０８，０００円以内 

２ 前項の規定にかかわらず、勤務日が１週間のうち５日未満の場合の俸給月額は、

１週間の勤務日数を５で除して俸給月額に乗じて得た額とする。 

 

  （調整手当） 

第７条 調整手当は、一般財団法人船員保険会地域手当支給規程第２条の規定に基づ

く職員に対する地域手当の例に準じて役員に対して支給する。 

２ 調整手当の月額は、俸給月額に１００分の２０．０を乗じて得た額とする。 

 

  （特別手当） 

第８条 特別手当の月額は、俸給月額及び調整手当の月額並びに俸給月額に１００分

の２５を乗じて得た額並びに俸給月額及び調整手当の月額に１００分の２０を乗じ

て得た額の合計額に１００分の３４０を乗じて得た額を１２で除した額とする。 

 

 （日割計算） 

第９条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支給する。 

２ 常勤役員が任期満了及び辞任（定款第３４条第４項に規定する後任者が就任する

までの日を除く。以下同じ。） し、又は解任されたときは、その日までの報酬を支給

する。 

３ 常勤役員が任期満了し、就任し又は解任されたその日に即日役員に選任されたと

きは、その翌日から報酬を支給する。 

４ 前３項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給すると

き以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬月額は、

その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り

によって計算する。 

５ 常勤役員が死亡したときは、その死亡した日までの報酬を、前項の規定に基づき

計算して支給する。 

 

  （報酬の支給方法） 

第10条 報酬は、その全額を通貨で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基

づき報酬から控除すべきもの及び役員が報酬から控除することを承諾したものの金

額がある場合には、その役員に支払うべき報酬月額から、その金額を控除して支払

うものとする。 

２ 役員が、報酬の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場



 

合には、その方法によって支払うことができる。 

 

 

（端数の処理） 

第11条 この規程により計算した金額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

 

（費用） 

第12条 本会は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これ

を請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについて

は前もって支払うものとする。 

２ 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員

を対象とする通勤手当支給規程に準ずる。 

 

（改正） 

第13条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。 

 

（実施に関し必要な事項） 

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成９年１２月４日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１５年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年１月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は、平成１８年１月１日から施行する。 

２ 平成１８年１月に支給する報酬の額は、この改正規程により算出される支給月額

から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。 

（１）平成１７年４月１日において役員が受けるべき俸給月額及び特別調整手当月額

の合計額に１００分の０.３６を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月



 

の前日までの月数を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てるものとする。） 

 

（２）平成１７年４月１日において役員が受けるべき特別手当の月額を１２で乗じて

得た額に１００分の０.３６を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。） 

 

附 則 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の前日から引き続き在任する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、一般財団法人船員保険会の設立登記の日（平成２５年４月１日）から施

行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

 
附 則 

この規程は、令和元年７月１日から施行する。 

 
   附 則 

この規程は、令和２年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

 
附 則 

この規程は、令和４年７月１日から施行する。 

 
附 則 

この規程は、令和５年７月１日から施行する。 

 
   附 則 

 この規程は、令和６年７月１日から施行する。 


